
前橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表(第1条関係) 

改 正 案 現   行 

(入所した者及び職員の健康診断) (入所した者及び職員の健康診断) 

第16条 省略 第16条 省略 

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわら

ず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診

査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条

又は第13条に規定する健康診査をいう。同表に

おいて同じ。)(以下この項において「健康診断

等」という。)が行われた場合であって、当該

健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健

康診断の全部又は一部に相当すると認められ

るときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。この場合におい

て、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄

に掲げる健康診断等の結果を把握しなければ

ならない。 

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわら

ず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた

場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の

右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当

すると認められるときは、同欄に掲げる健康診

断の全部又は一部を行わないことができる。こ

の場合において、児童福祉施設の長は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握

しなければならない。 

省略 

児童が通学する学校におけ

る健康診断 

省略 

乳児又は幼児(以下「乳幼児」

という。)に対する健康診査 

入所した乳幼児に対する入所時

の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 
 

省略 

児童が通学する学校におけ

る健康診断 

省略 

 

3～4 省略 3～4 省略 

 

前橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表(第2条関係) 

改 正 案 現   行 

(利用乳幼児及び職員の健康診断) (利用乳幼児及び職員の健康診断) 

第17条 省略 第17条 省略 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわ

らず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康

診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12

条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。)(以下この項において「健康診

断等」という。)が行われた場合であって、当

該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる

健康診断の全部又は一部に相当すると認めら

れるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は

一部を行わないことができる。この場合におい

て、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左

欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなけれ

ばならない。 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわ

らず、児童相談所等における乳児又は幼児(以

下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診

断が行われた場合であって、当該健康診断が利

用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全

部又は一部に相当すると認められるときは、利

用開始時の健康診断の全部又は一部を行わな

いことができる。この場合において、家庭的保

育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の

利用開始前の健康診断の結果を把握しなけれ

ばならない。 

児童相談所等における乳児

又は幼児(以下「乳幼児」と

いう。)の利用開始前の健康

診断 

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 
 

 

3～4 省略 3～4 省略 



前橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表(第3条関係) 

改 正 案 現   行 

(健康管理) (健康管理) 

第34条 省略 第34条 省略 

2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規

定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診

断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第1

41号)第12条又は第13条に規定する健康診査を

いう。同表において同じ。)(以下この項におい

て「健康診断等」という。)が行われた場合で

あって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、同欄に掲げる健康診断の

全部又は一部を行わないことができる。この場

合において、指定児童発達支援事業者は、それ

ぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を

把握しなければならない。 

2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規

定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診

断が行われた場合であって、当該健康診断がそ

れぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、同欄に

掲げる健康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。この場合において、指定児童発達

支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健

康診断の結果を把握しなければならない。 

省略 

障害児が通学する学校における

健康診断 

省略 

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通

所開始時の健康診断、定期の

健康診断又は臨時の健康診

断 
 

省略 

障害児が通学する学校における

健康診断 

省略 

 

3 省略 3 省略 

 


